様式第3号(第10条関係)
部分開示決定通知書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　様

粕屋町長　　　　　　　　　　印　　

　　　　年　　月　　日付けで申出のあった死者に関する情報の開示については、次のとおりその一部を開示することを決定したので、粕屋町死者に関する情報に係る事務取扱要綱第10条第3項の規定により通知します。死者に関する情報の開示の実施を求める際には、本通知書及び開示対象者であることを証明する書類を提示してください。
	開示の申出に係る死者に関する情報の内容
	

	開示の方法
	☐閲覧　☐視聴　☐写しの交付（☐郵送）

	不開示部分及び不開示の理由
	（不開示部分）



（説明）



（根拠）要綱第　　条第　　号　　に該当

	開示を行うことができる日時
	[bookmark: _GoBack]　　　　年　　月　　日　　時　以降

	開示の場所
	

	事務担当課等
	


	
	（電話番号　　　　　　　　　　　　　内線　　　　　　　）

	備考（交付に要する費用等）
	


注１　来庁時には開示対象者であることを証明する書類を提示してください。
